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◆市から

市県民税（普通徴収）第2期分
納期限は9月2日

　市税は必ず納期限までに納付してく
ださい。納付には口座振替が便利です。
　問合せは、課税については市民税課
（0798・35・3214）、納税について
は納税課（0798・35・3238）、口座
振替については税務管理課（0798・ 
35・3234）へ。

旧高須東小跡地の活用について
8月25日に説明会を開催

　市は、旧高須東小学校跡地（高須町1
丁目）の一部を、暫定的に民間事業者
へ有償で貸し付けすることとし、公募
型プロポーザル方式による事業者選定
を行いました。
　このたび、優先交渉権者が阪神電気
鉄道に決定し、8月25日（日）午前10
時から高須公民館で提案事業の内容に
ついて、説明会を開催します。
　問合せは資産活用課（0798・35・
3433）へ。

令和元年上半期
消防局出動状況速報

　消防局は、令和元年上半期（1月～6
月）の出動状況をまとめました。
　消防隊の出動件数は542件（前年同
期比75件増）で、このうち「火災」は51
件、「火災以外の件数」は491件でした。
　災害種別ごとの出動状況は次のとお
りです。
【火災】51件（前年同期比12件増）。
死者4人、負傷者7人。主な原因は、
こんろ11件、電気機器7件、放火（疑
い含む）・たばこ各5件
【救助】209件（前年同期比11件減）。
救助人員134人（前年同期比12人増）。
主な事故種別は、建物事故108件、交
通事故15件、火災5件
【救急】1万2375件（前年同期比391
件増）。主な事故種別は、急病8045件、
一般負傷2070件
　問合せは、火災・救助関係について
は 警 防 課（0798・32・7330）、 救
急関係については救急課（0798・
32・7318）へ。

　 ◆ 都市計画道路　鳴尾今津線（旧国
道）のリニューアル事業（小松西町2丁
目～甲子園浦風町）が認可　事業認可
図書は、執務時間中に道路計画課（市
役所本庁舎7階）で縦覧可。問合せは
道路計画課（0798・35・3793）へ

　 ◆ 全国家計構造調査にご協力を　
総務省が家計における消費、所得、資
産および負債の実態を明らかにするこ
とを目的に実施。8月中旬から顔写真
付きの調査員証を身に付けた調査員が
市内約200世帯を訪問。問合せは情報
公開課（0798・35・3503）へ　

◆官公署から

個人事業税（県税）第1期分
納期限は9月2日

　個人事業税は、所得税、住民税とは
別に個人で事業を行う人にかかる税で
す。納付には口座振替が便利です。
　問合せは西宮県税事務所（0798・
39・1535）へ。

兵庫ゆずりあい駐車場制度
登録駐車場を募集

　県は、「兵庫ゆずりあい駐車場制度」
の登録駐車場を随時募集しています。
　同制度は、公共施設や商業施設、飲
食店、病院、ホテルなどの駐車場に設
置している、障害のある人のための駐
車スペースを適正に利用できるよう、
県が利用証を交付する制度です。公共
施設等の施設管理者は、制度の趣旨を
理解したうえで、登録をお願いします。
　希望する施設には、案内表示用資材
（カラーコーン・ステッカー等）の提

供もあります。制度について詳しくは
県のホームページ（https://web.pref.
hyogo.lg.jp/kf10/tyuusyajyou.
html）をご覧ください。
　問合せは県ユニバーサル推進課
（078・362・4379）へ。

◆その他
　◆視覚障害者図書館（総合福祉セン
ター内）の休館　改修工事により、8
月29日（木）～9月3日（火）は休館。問
合せは視覚障害者図書館（0798・
34・5554）へ

善意の寄託善意の寄託
【5月分】《市宛て》★「青い鳥」福祉
基金へ　村田泰造、西宮市婦人共励会
甲東支部、イオンリテール、匿名1件＝合
計40万6898円
【6月分】《市宛て》★「青い鳥」福祉
基金へ　村田泰造、ベイ・コミュニケー
ションズ、夙川ボーイスカウト育成会、
横山弘＝合計58万1400円
【7月分】《市宛て》★「青い鳥」福祉
基金へ　村田泰造、ニッカウヰスキー西
宮工場、ボニリジャパン、小西印刷所、匿
名2件＝合計39万8195円
★奨学基金へ　武庫川女子大学甲子園
会館　夏のチャリティー特別見学会　
市栄正樹＝合計1万1000円
　　　　　　　　　　　　（敬称略）

安全で快適な住まいへ
住宅のバリアフリー化費用を一部助成
　市は、住宅などをバリアフリー改造する場合、費用の一部を助成してい
ます。助成の対象は下表のとおりです。
　なお、工事契約前に申請し、助成の決定を受けることが必要です。契約・
着工は必ず助成決定後に行ってください。問合せは各担当窓口へ。
　※②③の受付は12月2日まで。予算が無くなり次第終了

　市は、市内の中小事業者の振興を図るため、市内の施工業者を利用して、
住宅の修繕・補修工事などを行う場合に費用の一部を助成します。詳しく
は市のホームページ（ページ番号：22962642）をご覧ください。
【対 象 者】次の全てを満たす人
　市内に住宅を所有している▷市内に住民登録し、現に居住している▷市
　税の滞納がない▷過去に同事業の助成を受けたことがない
【対象工事】次の全てを満たす工事
　住宅の機能維持・向上のための改修▷費用が20万円以上▷助成手続き
　完了後に着工し、来年3月31日までに完了して、費用の支払いもできて
　いること　※庭、植栽等の工事や家電製品の取り付けなどは対象外
【助成金額】助成対象工事費の10%（限度額10万円）
【 定　 員 】45人。多数の場合抽選
【 申　 込 】往復ハガキに住所、氏名、電話番号、工
　事日程（10月1日以降）、工事内容、住宅の所有者を
　書き、9月6日（消印有効）までに商工課（〒662－
　8567六湛寺町10－3）へ
　※当選者に申請書類を送付。市の助成決定の通知前
　　に工事に着手した場合は助成対象外

問 商工課（0798・35・3326）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番は《0798》
助成種別 対象 担当窓口

①特別型

・介護保険の要支援・要介護認定を受けた被
　保険者のいる世帯

介護保険課
（35・3048）

・介護保険の対象にならない身体障害者手帳、
　療育手帳を交付されている人のいる世帯

生活支援課
（35・3923）

②一般型
・①以外で、65歳以上の人のいる世帯

すまいづくり推進課
（35・3761）

・あんしん賃貸住宅として登録されている
　住宅の所有者

③共同住宅
（分譲）共用型

・分譲マンションの管理組合
　1棟21戸以上の分譲共同住宅の共用部分
　改造工事について費用の一部を助成
≪助成対象外≫
　・平成14年10月1日以降建築
　・51戸以上で平成5年10月1日以降建築

※対象者によって、制度の内容が異なります。詳しくは担当窓口まで問合せを

市内施工業者による
リフォーム費用を一部助成
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